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雇児発０３３０第９号  
平成２３年３月３０日  

 
 
   都 道 府 県 知 事 
 各 指 定 都 市 市 長 殿 
   児童相談所設置市市長 
 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
 
 
 

里親委託ガイドラインについて 
 
 
 
 里親制度の運営については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の関係法

令及び平成１４年９月５日雇児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知「里親制度の運営について」、平成２年３月５日児発第１３３号厚生省児童家

庭局長通知「児童相談所運営指針」等に基づき行われているところであるが、今般、

各都道府県、指定都市、児童相談所設置市及びその児童相談所並びに里親会、里親支

援機関、児童福祉施設等の関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため、

別紙のとおり「里親委託ガイドライン」を定めたので、積極的な取組をお願いする。 
 なお、別途、児童相談所運営指針についても改正することを予定しているので申し

添える。 
おって、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１

項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 
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雇児発０３３０第８号  
平成２３年３月３０日  

 
 
   都 道 府 県 知 事 
 各 指 定 都 市 市 長 殿 
   児童相談所設置市市長 
 
 
 

         厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 
 
 
 

「里親制度の運営について」の一部改正について 
 
 
 
 標記については、平成１４年９月５日雇児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知「里親制度の運営について」により行われているところである

が、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２３年４月１日から適用

することとしたので通知する。 
 なお、この通知の施行に伴い、平成１４年９月５日雇児発第０９０５００１号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知「「里親の認定等に関する省令」及び「里親が行う

養育に関する最低基準」について」については、平成２３年３月３１日限りで廃止す

る。 
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事 務 連 絡 

平成２３年３月３０日 

 

都 道 府 県 

各 指 定 都 市 民生主管部（局） 御中 

児童相談所設置市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 

 

 

児童の代替的養護に関する指針（仮訳）の送付について 

 

 児童の権利に関する条約、その他の国際文書の関連規定の実施を強化することを目的とし

て、政策及び実践の望ましい方向性を定めた「児童の代替的養護に関する指針」が、平成２１

年１２月に国連総会決議により採択されています。今般、当課にて仮訳を作成したので、別添

１（仮訳）及び別添２（英文）を送付します。施策推進の参考としてください。 
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